 　　“日替わりシェフレストラン”出店要綱
１、店　名　　　　日替わりシェフレストラン
　　　　　　　　　　　　場所：飯能市仲町５－９（飯能銀座商店街内）

２、営業時間　　　　　　　　月曜　　定休日
火曜日～金曜日（土・日は、要相談）
ランチの営業

３、営業内容　　　食事・菓子・ドリンク等の販売（基本、店内での飲食のみとする）
　　　　　　　　　　　　　　　※イベント等で利用する場合は要相談

４、日替わりシェフレストランのシステム
（１）内　容　　
「店舗」を日替わりで貸出し、決められた時間内で料理を提供して頂くシステム。
　　　　日替わりでランチを作り週1回程度毎週出店します。
お客様に提供する方法で、「料理が好き」「将来お店を持ちたい」など、どなたでも利用できます。
プロ、学生の方やグループ・団体での借用もできます。　
（２）申込み
　　　　商工会議所にある「登録申込書」「出店申込書」「メニュー表」を提出してください。

（３）営業時間　ランチ　　11:00頃～15:00頃まで（オーダーストップ14:30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17:00までには撤収を完了して商工会議所へ鍵を返却する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※料理提供価格は出店者が決めます　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※継続更新の場合は、２ヶ月ごとに調整をします
（４）鍵の管理
　　　　　　　　　　　　※当日9時以降に商工会議所へ鍵を取りに来てください。
　　　　　　　　　　　　　（土曜、日曜、祝日利用の場合は前日に鍵を取りに来てください）
（５）「店舗」使用料金（時間）
　　　　　　　　　４，４００円／日　（9:00～17:00）　　　　　　※使用するごとにお支払いください。
（６）フロアースタッフ
　◎全て自主管理　◎釣銭、注文伝票は各出店者にて用意して下さい。
（７）管理及び円滑な運営を図るため、出店要綱に従い、商工会議所の指示により、運営を行ってください。

	当店は、様々な人が使用します。各出店者が自覚を持って、親切・丁寧にお客様に接して下さい。また、清潔な店舗とするように心がけて下さい。
個人の対応がお店全体のイメージにつながりますので、十分に注意して下さい。


日替わりシェフシステムの基本ルール
①日替わりシェフは、登録制とし登録申込書を提出して頂きます。その時、店名（屋号）を決めて頂きます。
②厨房施設使用については、飯能商工会議所の指示に従って下さい。
③厨房施設の使用時間は、９：００～17：００（営業は、11:00頃～15:00頃まで）
④材料の仕入れ・調理・盛付け等は、全て出店者が行います。
⑤調理は、商工会議所の食品衛生責任者の指導を受けて、お店の厨房を使って行います。
⑥原則として事故につながりやすい食材（お刺身など生もの）の使用は、避けて頂きます。
　（使用開始前に必ず、腸内細菌検査を実施し、その結果を知らせること）
※調理する場合は、厨房内に掲示してある注意事項を必ず読んで実行して下さい。
※原則、店舗内調理としますが、仕込み等自宅で行う場合は衛生管理に十分気をつけるよう
　にして下さい。（カレーなどの前日仕込みは、禁止します）
⑦シェフの調理補助としてアシスタントを一人以上付けて下さい。
⑧提供するランチは、事前にメニューを提出し、シェフの裁量に応じ提供数を決めて下さい。
⑨店舗で、料理以外の食料品（素材・製品）の販売を行うことは原則禁止とします。
　但し、仕入等による商品については、事前に商工会議所へ報告して下さい。
　お菓子などは、菓子製造業許可を取得した場所で製造したもの以外は、テイクアウト販売はできません。（店舗で提供するメニューはテイクアウトも可能です。※要相談）
⑩食器・調理器具は、ある程度用意してありますが、不足分や自前の物を使用したい場合はご準備下さい。
　　厨房内にある食器保管庫の物は、共有食器とします。（出店者は、奥の倉庫に保管してください）
⑪食材や消耗品（調味料・備品、洗剤）は、全て自前で調達します。厨房内や冷蔵庫内に置いていかない。
　売れ残った分、残った食材は全て持ち帰って下さい。（冷蔵庫内も空にする）
⑫釣銭・注文伝票は各出店者で用意して下さい。
⑬厨房設備、備品等を破損、汚損した場合その損害を賠償して頂く場合があります。
⑭出店期間は、週1回～2回、２ヶ月単位で継続更新を行う（他に新規出店予約が入っている場合は、新規予約を優先とする。）
⑮トイレットペーパーはその都度、出店者が用意してください。閉店後奥の倉庫に保管してください。
⑯閉店後は撤収確認リストを鍵と一緒に提出して出店料をお支払いください。
⑰公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがある時や暴力団、暴力団員との関係を有している場合など出店後、明らかになった場合は出店を取り消します。
⑱出店者自らの火傷や切り傷などのケガ等、労災については全て出店者の自己責任とし、商工会議所は、一切の責任を負いません。また、火災等にも十分注意してください。
⑲出店者用駐車場は、1台分商工会議所裏にご用意しています。
⑳お客様用の駐車場はございませんので、車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用して下さい。
　　商工会議所の駐車場も使用できません。

重要
ＨＡＣＣＰの考え方を取入れた食品衛生管理
●出店時にお渡しする①一般飲食店における衛生管理計画、②一般的衛生管理の実施記録を
　記入例を参考にして記入し、毎回提出する事。（毎週出店の場合は月に一度提出してください）
　 
